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介護サービス事業者集団指導 

（（介護予防）特定施設入居者生活介護）資料 

 

                          令和８年６月１9日（金） 

                         山梨県福祉保健部健康長寿推進課 

 

 

１ 各種提出書類について（Ｐ.3～） 

 

 

 ２ 人員に関する基準（Ｐ.9～） 

 

 

 ３ 運営に関する基準（Ｐ.12～） 

 

 

 ４ 運営指導の指導事項（Ｐ.17） 

 

 

 ５ 問い合わせ（Ｐ.18） 

 

 

 
 

 ※ 厚生労働省、山梨県からの通知、変更届等の様式などは、次のホームページに掲載 

  されていますので、確認をお願いいたします。 

 

①  山梨県庁ホームページ https://www.pref.yamanashi.jp/index.html 

  ・トップページ → 組織から探す → 福祉保健部 → 健康長寿推進課 

   → 介護サービス振興担当  

  

②  ＷＡＭ－ＮＥＴ（独立行政法人 福祉医療機構） https://www.wam.go.jp/ 

  ・トップページ → 地方センター情報 → 山梨 → 県からのお知らせ 
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0 指定（介護予防）特定施設入居者生活介護について 

 

0-1 特定施設とは（介護保険法第８条第１１項） 

 この法律において「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施

設（※１）であって、第２１項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特

定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施

設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項（※

２）を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の

世話であって厚生労働省令で定めるもの（※３）、機能訓練及び療養上の世話をいう。 

 

※１ 「厚生労働省令で定める施設」（介護保険法施行規則第１５条） 

一  養護老人ホーム  

二  軽費老人ホーム  

 

※２ 「厚生労働省令で定める事項」（介護保険法施行規則第１６条） 

当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービス

の目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。  

 

※３ 「厚生労働省令で定めるもの」（介護保険法施行規則第１７条） 

入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言

その他の特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。 

 

 

0-2 包括型（一般型）特定施設と外部サービス利用型特定施設 

特定施設入居者生活介護は、包括型（一般型）と外部サービス利用型に区分される。

包括型は、特定施設の従業者が入居者に対するサービスを提供するもの。 

外部サービス利用型は、特定施設の従業者が計画の作成・安否確認・生活相談を行い、

事業者が委託する居宅サービス事業者が計画に基づき介護サービスを提供するもの。 

 

 

0-3 基本方針（基準条例第２１６条第１項） 

指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サービス計

画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療

養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、当該指定特定施設入居者

生活介護の提供を受ける入居者が当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。  
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１ 各種提出書類について 

 

1-1 電子申請システムの利用について 

各種申請及び届出については、原則として電子申請システムによる提出とする。 

電子申請システムを利用することにより、郵送の場合と比べてタイムラグが生じず、

迅速な手続が可能となる。また、処理状況や提出履歴の確認ができるため、手続の進捗

管理が容易となる。これらの利便性から、厚生労働省においても電子申請システムの活

用が推奨されている。 

 

 

【電子申請システムの運用について（県ホームページ）】 

  https://www.pref.yamanashi.jp/chouju/denshishinseitodokede.html  

 

 

 

 

 

 

 

1-2-1 協力医療機関の確保・届出等 

指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、協力医

療機関を定めなければならない。協力医療機関を定めるに当たっては、県基準条例第2

33条第2項第１号及び第2号に記載の要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めな

ければならない。また、１年に１回以上の協力医療機関との間での急変時の対応の確認

や協力医療機関の名称の指定権者への届出が義務。 

 

【介護保険施設等の指定等に関する様式（県ホームページ）】 

  https://www.pref.yamanashi.jp/chouju/siteitouyousiki/siteitouyousiki.html 

 

 

1-2-2 協力医療機関との協定内容の見直しについて 

満たすよう努めなければならない要件に準拠している協力体制を確保するとともに、

それに従った協定内容にしていただきたい。 

開設時に協力医療機関（協力病院）と次のような協定書を取り交わし、内容を変更す

ることなく、更新を続けている場合には、見直しをしていただくことが望ましい。 

 

 

 

 

https://www.pref.yamanashi.jp/chouju/denshishinseitodokede.html
https://www.pref.yamanashi.jp/chouju/siteitouyousiki/siteitouyousiki.html
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参考：県居宅基準条例 

(協力医療機関等) 

第二百三十三条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、協力

医療機関(当該指定特定施設入居者生活介護事業者との間で、利用者に病状の急変が生じた場合

その他必要な場合において円滑な協力を得るための必要な事項をあらかじめ取り決めてある医療機

関をいう。以下この条において同じ。)を定めなければならない。 

 

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、

次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。 

一 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保

していること。 

二 当該指定特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う

体制を、常時確保していること。 

 

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状

が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定特定施設入居者

生活介護事業者に係る指定を行った知事に届け出なければならない。 

 

4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において

「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエ

ンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項

において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

 

5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合に

おいては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行

わなければならない。 

 

6 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後

に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定特定施設に速

やかに入居させることができるように努めなければならない。 

 

7 指定特定施設入居者生活介護事業者は、協力歯科医療機関(当該指定特定施設入居者生活介護

事業者との間で、利用者が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関をい

う。)を定めるよう努めなければならない。 

 

(令六条例三〇・一部改正) 
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※ 上記の協定書は、あくまで見直していただきたい協定書を例示するために参考に作

成したものある。次ページに参考の様式案を掲載している。 

 

 

 

協力医療機関協定書 

 

 

 

           （見直していただきたい協定書の例） 

 

協力病院に関する協定書 

 

株式会社○○○が運営する指定特定施設入居者生活介護事業所○○○○（以下「甲」と

いう。）と○○病院（以下「乙」という。）は、協力病院に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（協力病院） 

   第１条 甲は、乙を協力病院とする。 

 

（緊急時の対応） 

   第２条 乙は、甲の利用者等の病状に急変は生じた場合には、甲と協議し、対応する。 

 

（協定期間） 

第３条 この協定は、平成〇〇年４月１日から平成△△年３月３１日までとする。ただし、協定期

間の満了の１ヶ月前までに、双方からの別段の意思表示がない場合は、この協定は１年間

更新されるものとし、以降も同様とする。 

 

以上の協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上各自１通を保有する。 

 

平成〇〇年〇月〇日 

     

                        甲 住    所 

                           事業所名 

                           代 表 者 

          

                        乙 住    所  

                           病 院 名 

                           代 表 者 

 

※あくまで参考のため書面形式及び各条項内容については、各自の実情に応じて作成してください。

様式案の第 2 条第 1 項第 3 号の条項は、特定施設においては要件ではありません。 
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（事業所名）               （以下甲という。）と  （協力医療機関）                 （以下

乙という。）は、以下の事項につき合意する。  

 

（協力医療機関）  

第１条 甲は、乙を協力医療機関と定める。  

２ 前項に定める協力医療機関とは、【平成 11年 3月 31日厚生省令第 37号「指定居宅サービ

スの従業員の人員、設備及び運営に関する基準第 191 条（協力医療機関等）】に定める協力

医療機関である。  

 

（相互義務）  

第２条 甲及び乙は、双方協議の上、次に掲げる事項について、連携して相互に義務を果たす。  

（１） 甲の利用者の病状が急変した場合等において、乙は、乙の医師又は看護職員が甲からの

相談に対応する体制を常時確保する。  

（２） 甲から診療の求めがあった場合において、乙は、診療を行う体制を常時確保する。  

（３） 甲の利用者の病状が急変した場合等において、甲の協力医療機関その他の医療機関の医

師が診療を行い、入院を要すると認められた利用者の入院について、乙は、原則として受入れ

る体制を確保する。  

2 甲は、１年に 1 回以上、乙との間で利用者の病状が急変した場合等の対応について確認すると

ともに、乙の名称等について、甲の指定を行った自治体に提出するものとする。  

3 利用者が乙に入院した後に、病状が軽快し退院が可能となった場合においては、甲は、再び速

やかに入居できるように努めることとする。  

 

（協定期間）  

第３条 本協定の有効期間は協定日より１年間とし、協定の更新については満了日の１ケ月前に行

う。ただし、甲、乙双方に意義のない場合は、そのまま１年間協定を継続することができる。その後

の満了日の場合も同様とする。  

  

（疑義）  

第４条 本協定につき疑義が発生したときは、甲、乙協議の上解決に当たる。  

  

（効力の発効）  

第５条 本協定は、令和  年  月  日から効力を発効する。  

  

 

  

本協定合意の証として本書２通を作成し、甲、乙それぞれ１通を保管する。  

  

  

 

    令和  年  月  日  
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                甲 （事業所住所）  

                   （法人名）  

                   （施設名）  

                   （代表者：役職・氏名）   

  

  

                乙 （医療機関住所）  

                   （法人名）  

                   （医療機関名）  

                   （代表者：役職・氏名） 
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1-3 変更届の届出について 

介護保険法施行規則第１３1条第1項第10号に定める事項に変更があった時は、１０

日以内に知事に届け出ること。（届出の際には、付表と変更内容が分かる添付書類を添

えて提出すること） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護保険施設等の指定等に関する様式（県ホームページ）】 

  https://www.pref.yamanashi.jp/chouju/siteitouyousiki/siteitouyousiki.html 

 

 

 

1-4 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について 

算定する介護給付費を変更する場合は、施設系サービスの場合（介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護及び短期

入所療養介護）加算等を算定する当月の1日（閉庁日の場合は、直前の開庁日）までに

届出が必要。届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する月の翌月（届

出が受理された日が月の初日である場合は当該月）から算定を開始する。届出の際には、

届出書の「特記事項」に変更前、変更後の状況を必ず記載する。 

 

【介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式（県ホームページ）】 

   https://www.pref.yamanashi.jp/chouju/76506378735.html 

 

 

1-5 指定更新について 

指定有効期限は６年となっていることから、有効期限満了の１４日前までに更新の申

請を行うこと。 

 

 

○ 変更後に変更届出が必要な事項 

・ 事業所の名称及び開設の場所 

・ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

・ 申請者の登記事項証明書又は条例等（当該指定に係る事業に関するものに限る。） 

・ 建物の構造概要及び平面図（各室の用途を明示するものとする。）並びに設備の概要 

・ 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 

・ 運営規程 

・ 協力医療機関（病院）協力歯科医療機関の名称等 

・ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 

https://www.pref.yamanashi.jp/chouju/siteitouyousiki/siteitouyousiki.html
https://www.pref.yamanashi.jp/chouju/76506378735.html
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2 人員配置基準について 

人員配置基準は、当該施設において適切なサービス提供を確保するため定められた

ものである。このため、人員配置基準欠如に対しては、介護報酬の所定単位数の算定

において減算を行うことにより、人員配置基準欠如の未然防止を図るよう促してい

る。 

 

2-1-1 （介護予防）特定施設入居者生活介護の人員配置 

職種 項目 人員基準 

管理者 勤務形態 常勤かつ原則として専従 

兼務の 

可否 

管理業務に支障がない場合、他の職種又は他の事業所の職務を兼

務することは可能。 

生活相談員 

※資格要件 

後述 

員数 利用者数（要介護者＋要支援者）：生活相談員 

     ＝常勤換算で１００：１以上 

勤務形態 １人以上は常勤 

 
 

 
 

 
 

看
護
職
員
又
は
介
護
職
員 

 

 

 

 

看護職員

及び 

介護職員 

員数 要介護者：看護・介護職員＝常勤換算で３：１以上 

要支援者：看護・介護職員＝常勤換算で１０：１以上 

※総利用者数に対して必要な員数の算出方法 

  〔要介護者＋要支援者×0.3〕：看護・介護職員 

  ＝常勤換算で３：１以上 

勤務形態 看護職員のうち１人以上、介護職員のうち１人以上は常勤。 

ただし、介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する（利用

者が全て要支援者）場合、いずれか 1 人が常勤であればよい。 

 

看護職員  

員数 総利用者数≦３０人＝常勤換算で１以上 

３０人＜総利用者数≦８０人＝常勤換算で２以上 

８０人＜総利用者数≦１３０人＝常勤換算で３以上 

 

介護職員 

員数 常に１人以上を確保 

ただし、介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する（利用

者が全て要支援者）場合に限り、宿直時間帯の配置が必要なし。 

機能訓練指導員 員数 １人以上（施設内での兼務可） 

資格 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又

はあん摩マッサージ指圧師の有資格者 

計画作成担当者 員数 総利用者数（要介護者＋要支援者）：計画作成担当者 

＝常勤換算で１００：１以上 

資格 介護支援専門員 
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2-1-2 外部サービス利用型（介護予防）特定施設入居者生活介護の人員配置 

 

2-2 共通事項 

(1)  利用者の数【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（以下

「基準省令」という）第175条第3項】 

人員基準を算定する基礎となる「利用者の数」は、前年度の平均値とする。 

解釈通知…利用者延数を日数で除して算定（小数点第2位以下を切り上げ。）。 

(2)  常勤換算方法【基準省令第2条第1項第8号】 

暦月ごとの（常勤でない）職員の勤務延時間数を、当該施設において常勤の職員

が勤務すべき時間で除することによって算定する（小数点第２位以下を切り捨て）。 

なお、常勤職員の休暇・出張については、その期間が暦月で１月を超えないもの

である限り、常勤の職員として勤務したものとして取り扱う。 

また、職員１人につき勤務延時間数に算入できる時間数は、常勤の職員が勤務す

べき時間数を上限とする。 

職種 項目 人員基準 

管理者 勤務形態  常勤かつ原則として専従 

兼務の 

可否 

 管理業務に支障がない場合、他の職種又は他の事業所の

職務を兼務することは可能。 

生活相談員 員数  利用者数（要介護者＋要支援者）：生活相談員 

      ＝常勤換算で１００：１以上 

勤務形態  １人以上は常勤（施設内の兼務可） 

介
護
職
員 

介護

職員 

員数  要介護者：介護職員＝常勤換算で１０：１以上 

 要支援者：介護職員＝常勤換算で３０：１以上 

 ※総利用者数に対して必要な員数の算出方法 

  （要介護者＋要支援者×1/3）：介護職員＝常勤換算

で１０：１以上 

従業

者 

員数  常に１人以上を確保（宿直時間帯は必置ではない） 

 ※「従業者」は、外部サービス利用型特定施設従業者に

限るものではなく、要介 

    護者及び要支援者以外の特定施設入居者に対して生活

相談等のサービスを提供 

    する者等を含む。 

計画作成担

当者 

員数  総利用者数（要介護者＋要支援者）：計画作成担当者 

 ＝常勤換算で１００：１以上 

資格  介護支援専門員 

勤務形態  １人以上は常勤（施設内で兼務可） 
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2-3 人員欠如等の考え方 

人員基準欠如減算の対象職種は、看護職員及び介護職員である。 

※ 看護職員、介護職員の数が人員基準から… 

・ １割を超えて減少した場合は、該当月の翌月から解消月まで 

・ １割の範囲内で減少した場合は、該当月の翌々月から解消月まで 

（翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く） 

⇒ 全ての入所者等について所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する

ことになる。 

 

 

2-4 生活相談員の資格要件 

「社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当する者又は同等以上の能力を有す

ると認められる者 

 

１「社会福祉法第 19 条第１項各号のいずれかに該当する者」の資格要件 

(1) 社会福祉主事任用資格 

(2) 社会福祉士 

(3) 精神保健福祉士 

 

２「同等以上の能力を有すると認められる者」の資格要件 

(1) 介護保険施設・事業所（福祉用具販売、貸与事業所は除く）において、計画の

作成業務、又は相談援助業務の実務経験が通算 1 年以上 

 

(2) (1)に該当しないが、介護福祉士資格又は介護支援専門員資格を有する者、若し

くは実務者研修修了者のうち、介護保険施設・事業所（福祉用具販売、貸与事

業所は除く）において、入所者・利用者の直接処遇に係る業務の実務経験が通

算 3 年以上。 
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3 運営に関する基準  

 特に留意いただきたい事項のみを記載するので、事業者が遵守すべき運営基準につい

ては、「山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例」（以下「県居

宅基準条例」という。）及び国解釈通知を確認すること。 

  

 

3-１-１ 虐待の防止【県居宅基準条例第236条の準用する第39条の2等】 

指定特定施設入居者生活介護事業者は虐待の発生又はその再発を防止するため、次に

掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 虐待防止のための対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、そ

の結果について介護職員その他の従業員に周知徹底を図ること。 

(2) 施設における虐待防止のための指針を整備すること。 

(3) 介護職その他の従業者（以下、「介護職員等」とする）に対し、虐待防止のため

の研修を定期的（年2回以上）、新規採用時に実施すること。 

(4) 上記を適切に実施するための担当者を設置すること。 

 

3-1-2 高齢者虐待防止措置未実施減算 

定められた虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合

は、利用者全員について所定単位の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算

する。 

（虐待が発生した場合の減算ではなく、あくまで基準を満たせていなければ減算となっ

てしまうので注意。） 

 

 

3-２-１ 身体的拘束の適正化【県居宅基準条例第225条の4等】 

指定特定施設入居者生活介護事業者はサービスの提供に当たっては、当該施設利用者

等の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っ

てはならない。緊急やむを得ず、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由（※）を記録しなければならな

い。 

（※） 切迫性・非代替性・一時性の３つの要件を満たす理由が必要です。その上で、

組織としてそれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具

体的な内容について記載がなければ適当な記録とはいえません。 

 

また、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職員等に周知徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  ○ 指針に盛り込むべき内容 
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   ①施設における身体的拘束等の適正化における基本的考え方 

   ②身体的拘束等適正化兼用委員会その他施設内の組織に関する事項 

   ③身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

   ④施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針 

   ⑤身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

   ⑥入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

   ⑦その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

 

(3) 介護職員等に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的（年２回以上）新

規採用時に実施すること。なお、研修の実施は、施設内での研修で差し支えない。 

 

3-2-2 身体拘束廃止未実施減算 

身体的拘束等を行う場合の記録を行わない場合、定められた身体的拘束適正化の措置

が講じられていない場合は、特定施設入居者生活介護費については所定単位数の100

分の10に相当する単位数を、外部利用型特定施設入居者生活介護費及び短期利用特定

施設入居者生活費については100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

（身体的拘束等を行っている場合の減算ではなく、あくまで基準を満たせていなければ

減算となってしまうので注意） 

 

 

3-3 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止 

【県居宅基準条例第236条の準用する第32条の3等】 

指定特定施設入居者生活介護事業者は、施設において感染症又は食中毒が発生し、又

はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 感染症対策委員会をおおむね6月に１回以上開催するとともに、その結果につい

て介護職員等に周知徹底を図ること。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にす

るとともに感染対策担当者（看護師が望ましい）を設置すること。 

(2) 施設における感染症及び食中毒のまん延防止のための指針を整備すること。 

（当該指針には、平時の対策及び発生時の対応を規定する。記載内容の詳細は「介

護現場における感染対策の手引き」を参照） 

(3) 介護職員等に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定

期的（年２回以上）、新規採用時に実施すること（なお、国の作成した教材等を活

用した施設内での研修で差し支えない。また、調理や清掃を委託する業者にも指針

の内容が周知されるような対応が必要）。 

(4) 実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について訓練を定期的に

（年２回以上）実施すること（発生時に迅速に対応ができるように、指針及び研修

内容に基づき、役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施す

る。なお、実施方法は机上でも差し支えないが、机上及び実地で実施するものを適

切に組み合わせながら実施することが適切）。 
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3-4 入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会について【県居宅基準条例第236条の準用する

第165条の2等】※経過措置期間中 

指定特定施設入居者生活介護事業者は、施設における業務の効率化、介護サービスの

質の向上その他の生産性向上に資する取組の促進を図るため、当該施設における入所者

の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するた

めの委員会を定期的に開催しなければならない。※令和9年4月1日までは「開催するよ

うに努めなければならない」とする経過措置あり。 

 

 

（補足）3-1～3-4記載の委員会・指針・研修等について  

・ 各委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要だ

が関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設

置している場合は、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。 

例）虐待防止委員会と身体拘束の適正化委員会を「虐待防止・身体拘束適正化検討

委員会」として一体的に設置・運営。 

ただし、この場合でも、それぞれの委員会で求められる内容を検討し、基準を満

たした委員会を実施するとともに、そのことが分かる記録が求められる。 

例えば「虐待防止・身体拘束適正化検討委員会」として開催した委員会において、

身体拘束の適正化に係る内容の検討しかしない、又は記録が確認できない場合は、

虐待防止のための措置としての委員会を開催しているとは認められない。 

・ 研修会は、いずれも整備した指針に基づいたプログラムを作成し、実施すること

が重要。 

・ 委員会、研修、訓練いずれも実施した内容が分かるよう適切に記録を作成する必

要がある。 

・ 指針については、必ずしも「～ための指針」といった名称にする必要はないため、

「～処理マニュアル」等の名称で整備している場合でも、指針として求められてい

る内容が含まれていれば明確に基準違反とはいえないが、基本的には、指針を整備

した上で、その基本方針に則った対応ができるよう、より具体的なマニュアルを作

成することが望ましい。 

 

 

3-5  事故発生の対応【県居宅基準条例第236条の準用する第39条等】 

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次

に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 施設は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに

市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行う

とともに、必要な措置を講じなければならない。 

(2) 施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければ
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ならない。 

(3) 施設は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供により賠償すべき事

故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

 

3-6 非常災害対策【県居宅基準条例第236条の準用する第109条等】 

指定特定施設入居者生活介護事業者は、非常災害対策として次のことが求められる。 

・ 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体

制を整備し、それらを定期的に従業者に周知する。 

・ 定期的に避難・救出その他必要な訓練を行うこと。 

（年２回の訓練の場合、1回目は夜間での地震の発生、2回目は早朝の洪水等、異

なる時間帯や異なる事象（後述のとおり実情に合った事象）に対しての訓練をする

ことが望ましい。特に夜間を想定した訓練を1回は実施するよう運営指導時には伝

えている。） 

・ 避難等訓練は、消防機関の他近隣住民、地域の消防団などの関係機関との連携に

努めること。 

 

・ 非常災害時に備え、飲料水、食糧等の物資や防災に関する資機材の備蓄、整備に

努めること。（努力義務。運営指導時には利用者・従業員併せて３日分は確保する

よう伝えている。） 

 

 

3-7-1  業務継続計画【県居宅基準条例第236条の準用する第31条の2等】 

指定特定施設入居者生活介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、入

所者が継続してサービスを受けられるよう次のことが求められる。 

 

(1) サービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を

図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を

行う。 

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的（年2回以上）、新規採用時に実施すること。 

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う

こと。 

 

業務継続計画の策定に当たっては、「介護施設・事業所における感染症発生時の業務

継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイド

ライン」を参照すること。また、想定される災害は地域によって異なるため、項目は実

態に応じて設定すること。 

（補足） 
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・ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針と、後述する感染症の業

務継続計画については、それぞれに対応する項目を適切に定めている場合は、一体

的に策定することが可能。 

・ 感染症の業務継続計画に係る研修（訓練）は、感染症の予防及びまん延の防止の

ための研修（訓練）と一体的に実施することも差し支えない。 

・ 災害の業務継続計画に係る訓練は、非常災害対策に係る訓練と一体的に実施する

ことも差し支えない。 

 

☆ 運営指導の際にも、それぞれで必要な内容が網羅されていれば、まとめての実施

で問題ないため、内容・実施方法を工夫して業務負担の軽減を図るよう助言してい

る。 

 

 

3-7-2 業務継続計画未策定減算 

業務継続計画に係る基準を満たさない場合は、利用者全員について、所定単位数の1

00分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。 
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4 運営指導の指導事項 

 

4-1 運営基準に係る内容 

○ 身体拘束の適正化・虐待防止・災害対策・感染症及び食中毒まん延防止等の複数の

項目について「対策を検討するための委員会の開催」「指針や計画の策定と内容の従

業者への周知」、「研修会及び訓練の実施」及び「計画・指針の適時の見直し」が求

められているが、これらの一部が措置されていない又は措置されていても不十分であ

るものが見られるため見直すこと。 

 

○ 実効性のある協力医療機関等との連携体制の構築に努め、その状況を年度内に届出

を行うこと。※令和７年度の運営指導において特に目立った指摘事項（詳細は前述の

1-2-1を参照） 

 

○ 事業所内に掲示されている料金表の利用者負担の割合が1割（もしくは1割と2割）

のみとなっているので、速やかに修正すること。 

 

4-2 人員・報酬にかかる内容 

○ 機能訓練指導員について、看護職員等が兼務する場合は兼務発令により、そのこと

を明確にすること。 

 

○ 計画作成担当者について、生活相談員が兼務する場合は兼務発令により、そのこと

を明確にすること。 

 

○ 夜間看護体制加算について、重度化した場合における対応に係る指針を、入居の際

に、利用者又はその家族等に対して、内容を説明し、同意を得ること。 

 

○ サービス提供体制強化加算の算定に際して、前年度実績に基づく要件確認表を作成

し、要件確認すること。 

 

 

4-3 処遇に係る内容  

○ １週間に 2 回以上実施することとなっている入浴又は清拭について、記録が確認

できない事例がみられたため、提供した具体的なサービス内容等を適正に記録するこ

と。 

 

○ 介護記録は実施記録のチェックに留まらず、利用者の心身の状況及び提供したサー

ビスの内容を具体的に記録しておくこと。 
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５ 問い合わせ 

質問等に関する問い合わせは下記へ。 

また、県ホームページに掲載されている質問票もぜひ活用されたい。 

 

山梨県 健康長寿推進課 介護サービス振興担当 

TEL 055-223-1455 FAX 055-223-1469 

 

 

〈質問票〉※問い合わせ欄に記載 

  https://www.pref.yamanashi.jp/chouju/denshishinseitodokede.html  

https://www.pref.yamanashi.jp/chouju/denshishinseitodokede.html


 

１９ 

 

健長第 ４１４１ 号 

平成２９年３月１５日 

 

指定介護老人福祉施設 管理者 

指定短期入所生活介護事業所 管理者      

指定通所介護事業所 管理者          殿 

指定特定施設入居者生活介護事業所 管理者 

 

 

山梨県福祉保健部健康長寿推進課長 

（公 印 省 略） 

 

 

生活相談員の資格要件について（通知） 

 

 

 日ごろ、本県の介護保険行政の推進にご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、指定介護老人福祉施設、指定短期入所生活介護事業所及び指定通所介護事業所に

おいて配置すべき生活相談員の資格要件につきましては、山梨県特別養護老人ホームの設

備及び運営の基準に関する条例第5条第2項に定める生活相談員の基準に準ずるものとして

取り扱っているところですが、今般、「社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当する

者又は同等以上の能力を有すると認められる者」の具体的資格要件を下記のとおり定める

こととしますので、適切な職員の配置についてご配慮ください。 

 なお、特定施設入居者生活介護事業所における生活相談員の資格要件についても、特段

の規定はないが、生活相談員としての責務や業務内容において指定通所介護事業所等他の

事業所と同等であることから、同様の取扱としますので、ご留意ください。 

 

記 

 

１「社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当する者」の資格要件 

 （１）社会福祉主事任用資格 

 （２）社会福祉士 

 （３）精神保健福祉士 

 

２「同等以上の能力を有すると認められる者」の資格要件 

（１）介護保険施設・事業所（福祉用具販売、貸与事業所は除く）において、計画の作成 

業務、又は相談援助業務の実務経験が通算 1 年以上 

（２）（１）に該当しないが、介護福祉士資格又は介護支援専門員資格を有する者、若しく 

は実務者研修修了者のうち、介護保険施設・事業所（福祉用具販売、貸与事業所は除 

く）において、入所者・利用者の直接処遇に係る業務の実務経験が通算 3 年以上。 



 

２０ 

 

３ 施行年月日 平成 29 年 4 月 1 日 

 

４ 経過措置 

  既に指定を受けている事業所において、平成 29 年 3 月 31 日までに生活相談員として

配置されていた者で本通知の資格要件に該当しない場合は、平成 30年 3月 31日までの

間は生活相談員としての要件を満たすものとします。 

 

※この取扱に係るＱ＆Ａ等は、ＷＡＭネットの「県からのお知らせ」に掲載しております

ので、ご確認ください。 

 

 

 

 

問合せ先（下記サービスごとの問合せ先にお願いします。） 

 

指定介護老人福祉施設・指定短期入所生活介護事業所・ 

指定特定施設入居者生活介護事業所 

   健康長寿推進課介護サービス振興担当 ℡:055-223-1455 

 

指定通所介護事業所 

中北保健福祉事務所長寿介護課 ℡:055-237-1383 

峡東保健福祉事務所長寿介護課 ℡:0553-20-2796 

峡南保健福祉事務所長寿介護課 ℡:0556-22-8146 

富士・東部保健福祉事務所長寿介護課 ℡:0555-24-9043 

 



（参考様式）

勤　務　先　等 従事した業務の内容

氏　　　名

生　活　相　談　員　　　経　歴　書

事業所 ・ 施設
名称

フリガナ

取　得　（修　了）時　期 資格又は修了した研修の名称

該当する資格要件に○を付す。

　「同等以上の能力を有すると認められる者」の資格要件

（１）介護保険施設・事業所（福祉用具販売、貸与事業所は除く）において、計画の作成業務、
　　　又は相談援助業務の実務経験が通算1年以上

（２）（１）に該当しないが、介護福祉士資格又は介護支援専門員資格を有する者、若しくは
     実務者研修修了者のうち、介護保険施設・事業所（福祉用具販売、貸与事業所は除く）
     において、入所者・利用者の直接処遇に係る業務の実務経験が通算3年以上

職　　　　　歴　　　　　等

期　　　間

　　年　　　月　～　　　年　　　月

　　年　　　月　～　　　年　　　月

　　年　　　月　～　　　年　　　月

　　年　　　月　～　　　年　　　月

　　年　　　月　～　　　年　　　月

資格又は修了した研修

 山梨県特別養護老人ホームに関する基準を定める条例（第５条第２項）
　　　生活相談員は、社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者
　　　又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
　
　１　「社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者」
　　・社会福祉主事任用資格
　　・社会福祉士
　　・精神保健福祉士

　２　「同等以上の能力を有すると認められる者」の要件
　　（１）介護保険施設・事業所（福祉用具販売、貸与事業所は除く）において、計画の作成業務、
 　　　　又は相談援助業務の実務経験が通算1年以上
　　（２）（１）に該当しないが、介護福祉士資格又は介護支援専門員資格を有する者、若しくは実務者
         研修修了者のうち、介護保険施設・事業所（福祉用具販売、貸与事業所は除く）において、
         入所者・利用者の直接処遇に係る業務の実務経験が通算3年以上

　　※１　　当該経歴書は、「同等以上の能力を有すると認められる者」に該当する者を生活相談員
　　　　　　  として配置する場合にのみ、提出してください。
　　※２　　職歴等の「従事した業務の内容」については、具体的な業務の内容を記載してください。
　　　　　　　例）入所者の生活相談業務、短期入所生活介護計画作成業務、通所介護事業所での介護業務 等
　　※３　　資格又は修了した研修については、資格者証又は研修修了者証の写しを添付してください。

　　年　　　月

　　年　　　月

　　年　　　月
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2２ 
 

Ｑ＆Ａ 

 

問１ 計画の作成業務、又は相談援助業務とは何か。 

 

答１ 計画の作成業務は、居宅サービス計画、介護予防サービス計画、訪問介 

護計画等の各サービス計画（ただし、福祉用具販売・貸与計画は含まない。） 

  の作成業務を指します。 

   相談援助業務は、介護保険法の指定又は開設許可を受けた介護サービス

事業所又は施設での生活相談員又は支援相談員としての業務を指します。 

 

問２ 介護支援専門員の資格は持っていないが、通所介護事業所で通所介護計

画の作成業務に携わっていた者は、計画の作成業務に従事していたと認め

られるか。 

 

答２ 介護支援専門員の資格を持っていない者でも、計画の作成業務の実務経

験がある者は、計画の作成業務に従事していたと認められます。 

 

問３ 実務経験年数についての確認方法は？ 

 

答３ その者の経歴書（別添参考様式）により判断します。 

 

問４ 経過措置期間内に指定有効期間満了日となる事業所において、新たな資

格要件に該当する生活相談員の配置が無い場合は、指定更新されないのか。 

 

答４ 指定更新が経過措置期間内であれば、指定更新は可能である。ただし、 

指定更新後、平成３０年４月１日からは、新たな資格要件に該当する生活 

相談員を配置する必要があります。 


